
コンプライアンス
ESGへの取り組み ［ ガバナンス ］

　当社グループはコンプライアンスを「法令や社内規程を遵守するとともに、社会の良識や倫理観に基づく行動を
とり、お客さまや社会の期待に応えること」と捉えています。｢企業倫理行動指針｣と｢コンプライアンス行動基準｣
の徹底を通じて、従業員一人ひとりがお客さまや社会の信頼にお応えするよう努めています。

基本的な考え方

　当社グループのコンプライアンスに関する相談先とし
て面談・メール・電話などで直接相談できる「コンプライ
アンス相談窓口」を、社内と社外（弁護士事務所）に設置
し、法令遵守、健全な職場環境の維持（ハラスメント含
む）、公正な営業活動などに関する相談を受け付けてい
ます。当社グループの従業員（派遣社員などを含む）だ
けでなく、退職者、取引先なども利用できます。

　受け付けた相談については、コンプライアンス相談取
扱規程に基づき、速やかに事実関係の調査などを行い
ます。調査の結果、コンプライアンス違反が明らかに
なった場合は、速やかに必要な是正措置および再発防
止措置を講じています。また、コンプライアンス相談窓口
の従事者を対象とした研修を実施し、相談者に関する情
報の秘匿、不利益な取扱いの禁止を図るなど、内部通報
者の保護に努めています。
なお、通報された情報は、厳格に管理するとともに、監
査役のモニタリングを実施のうえ、経営層へ報告し、適
切に対処しています。2022年度は合計で43件の相談
がありました。

コンプライアンス相談窓口（内部通報窓口）

　当社グループの各階層においてコンプライアンスに
関するさまざまな研修を実施しています。2022年度は、
役員・管理者層を対象としたコンプライアンス講習会
（約150人受講）、関係会社管理者層を対象とした労務
管理研修（約30人受講）、全従業員を対象としたオンラ
イン研修（合計３回、延べ約16,500人受講）などを実施
しました。また、各職場でのコンプライアンスミーティン
グや、全従業員を対象とした「コンプライアンスNEWS」
を定期的に発行しています。

教育・啓発活動

　当社は、社長を委員長とし、担当役員・本部長などを
委員とするコンプライアンス委員会を原則年２回開催
し、コンプライアンス活動計画や実績などを審議のう
え、取締役会に報告しています。各職場では、部長がコ
ンプライアンス推進の責任を負い、マネジャー・事業所
課長が実践責任者として活動を推進しています。
　関係会社においても、各社にコンプライアンス担当役
員を配置し、コンプライアンス委員会を設けるなど、継
続的に取り組むための体制を構築しています。

コンプライアンス推進体制

　当社は、個人情報保護法や各種ガイドラインなどを踏
まえ、個人情報保護方針、個人情報保護規程、その他の
社内規程・マニュアルなどを定め、安全管理措置を講じ、
適切な取扱いに努めています。
　個人情報保護の体制として、個人情報保護統括管理
者（社長が指名する役員）を委員長、各情報（お客さま、
株主、従業員など）の保護管理者などが委員を務める個
人情報保護委員会を設置し、個人情報保護に関する活
動計画、実績などを審議しています。
　当社グループの全職場で、定期的に個人情報の管理
状況について自主監査を実施するほか、個人情報への
アクセス制限、インターネットからの不正侵入対策など、
情報システムのセキュリティ確保にも努めています。

個人情報の保護

　当社は、２０２１年４月と１０月に、電力・ガスの取引条件
に関して、公正取引委員会の立入検査を受けました。当
社は、これらの事実を厳粛に受け止め、競合他社との接
触に関する対応ルールを策定するとともに、改めて役員
および管理者を対象とした独占禁止法の遵守に関する
研修を実施しています。当社および当社関係会社にお
ける独占禁止法遵守を含むコンプライアンスを強化して
いきます。

公正な営業活動

　当社グループの全職場で、法令等の遵守状況につい
て、定期的に点検活動を行っています。また、当社グルー
プの全従業員を対象に、コンプライアンスや職場風土に

関する意識調査を毎年実施し、調査結果を活動計画に
反映させています。2022年度の回答者数は6,484人
（回答率89.4%）でした。

点検・調査活動

(１) 基本指針
当社グループは、常にお客さま、株主、地域社会、取引先等から信頼される企業グループをめざして、法令およ

びその精神を遵守するとともに、社会の良識や倫理を尊重して誠実かつ公正な企業活動を展開し、地域社会に貢
献します。また、適時適切な情報開示、関係する皆さまとの積極的な対話をすすめ、共存共栄をはかります。

(２) 役員・従業員の指針
① 法令や社規を遵守するとともに、社会の良識や倫理を尊重し、よき企業人として、常に自らの行動を律します。
② 企業活動を展開するにあたり、お客さま、株主、地域社会、取引先等に誠実かつ公正に接し、
健全な関係を維持します。

③ 広く人権、多様性を尊重し、明るく安全で、開かれた働きやすい職場環境を確保します。
④ 一市民として、積極的に社会に貢献するよう努めます。
⑤ 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係を遮断し、
その利益となるような行為は行いません。

⑥ 経営トップをはじめ組織の責任者は、本指針の実現にむけ率先垂範するとともに、
当社グループ内の倫理意識の醸成、本指針の徹底に努めます。

⑦ 経営トップをはじめ組織の責任者は、本指針に反するような事態が発生したときには、
自らが問題解決にあたり、原因究明・再発防止に努めます。また、社会への説明責任を遂行し、
権限と責任を明確にしたうえで、自らを含めて厳正に対処します。

企業倫理行動指針（抜粋）

［社会貢献活動］
●地域社会と密接な関わりを持つ企業として、地
域の発展に資するプロジェクトに積極的に貢献
します。また、従業員一人ひとりが行うボラン
ティア活動などの社会貢献活動を支援します。

［反社会的勢力への対応］
●市民社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な事
業活動を阻害しようとする、反社会的勢力との
関係を遮断し、その要求に対しては断固として
拒否します。

［関係先との交際・腐敗防止］
●関係先との間では、不当な利益や優遇措置の取
得・維持を目的とするなど、業務の公正性がゆが
められるおそれのある、又は社会通念の範囲を
超える接待・贈答を行いません。

●外国公務員を含む公務員との交際は、国家公務
員倫理法、不正競争防止法（外国公務員等に対
する不正の利益の供与等の禁止）および諸外国
の関連法令の趣旨に反するものは認めません。
また、みなし公務員や特別法に贈収賄罪規定の
ある団体の役職員との交際もこれに準じます。

コンプライアンス行動基準
（「社会との信頼関係の構築」より抜粋）

コンプライアンス推進体制図
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